
（４） 住まいの場 施設入所支援事業 

○各事業の利用率 

 定員 利用者数 利用率 

幸の実園 30名 30名 96.5% 

第二幸の実園 50名 49名 97.9% 

 

○支援報告 

 ・基本的生活習慣の確立や維持に向けて、個々のスキルに合わせて行うことができた。 

    ・障害特性、加齢等の状況を考慮し支援することができた。 

    ・新型コロナウイルス感染防止のため、密接する場面を減らすなど新しい生活様式を取り入れ 

    支援を行った。 

    ・働きながら、職員の資格取得ができるよう勤務シフトの調整、受講料の援助を行い、資格取

得者を増やすことができた。 

・内部研修や外部研修に参加し、専門的な知識や技術の向上に努めた。 

    ・医務との連携を図り、健康管理・服薬管理を行い健全な生活が送れるようにするとともに不

健康者等における早期の対応に努めた。 

    ・個々の利用者の要望や困りごとに対して、その都度状況に応じて相談支援を行う。 

・新型コロナウイルス感染防止のため、外出や面会を制限しているのでレクリエーションや音

楽活動、運動の時間を増やし情緒の安定や気分転換に繋げることができた。 

 

   ○入所者の健康管理状況報告 

・令和 2 年度 定期健康診断については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来のメ

ディカルセンターによる訪問型健康診断が行う事ができなかった。その為利用者には、嘱託医

での採血及び検診を受けて頂き、適宜症状に応じた検査を追加で行い、健康観察を今後も継続

して行っている。 

・毎日の検温や血圧測定、月 1 回の体重測定などにより利用者の健康を把握した。 

・高齢化に伴う対応を支援と看護で連携して行う。 

    ※令和 2 年 10 月 14 日にシルバーリハビリ体操の研修を行い、学んだことを生かした体操を日

常に取り入れ、体力・筋力維持に努めている。 

・腸内保菌検査 11 月 検便検査を、利用者・職員とも全員実施することができた。 

・インフルエンザ予防接種を令和 2 年 11 月 12 日に全員実施し、手洗い・うがいの実施や消毒

により、感染予防に努めた。 

・嘱託医の定期往診及び適宜通院を行い、医師と連携を図り利用者の健康維持に努めた。 

・嘱託医、協力病院以外の通院も必要に応じて実施している。 

 

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策 

R2.2.28～  ・利用者様の面会・外出・外泊の制限を開始。 

       ・職員の出勤前の検温と健康観察の徹底・マスク着用の義務化。 



       ・必要最低限度の通院対応とし、可能な限り電話診療やオンライン診療へ切り替え。 

R2.4 月～  ・施設内 3 密回避策の徹底 

         〇男女利用者、グループホーム利用者との食事時間を分け、 

密接する場面を減らすため、一方向を向いて食事を摂る。 

         〇作業中も一方向を向いて座り、密にならない工夫をする。 

R2.5 月～  ・茨城県保健福祉部障害福祉課より策定された 

       『新型コロナウイルス感染対策マニュアル（高齢者・障害者施設）』に準じて、 

       職員健康観察票による健康観察、行動履歴記録表による行動制限を開始。 

       ※別紙①、②参照 

R2.6 月～  ・利用者様対面式面会の段階的解除。 

       ・定期通院の段階的再開。 

R2.7 月～  ・対面式面会の制限を再度開始。 

  

R2.8 月～  ・オンライン面会の開始。（面会・外出・外泊制限の継続） 

       ・新型コロナウイルス感染対策職員研修の実施。茨城県へ報告書の提出。 

         〇施設ゾーニングのシミュレーション（グループホームを含む） 

         〇防護具着脱方法のトレーニング等。 

       ※幸の実園 R2.8.19（水）、第二幸の実園 R2.8.20（木） 

 

R2.9 月～  ・茨城県保健福祉部障害福祉課及びひたちなか保健所による、 

新型コロナウイルス感染対策の現地確認、改定報告書の再提出。 

R2.10 月～  ・対面式面会の段階的解除に伴い、面会者チェックリストの導入。 

       ※別紙③参照 

        ・面会時にはシールドを用いて行い、感染予防に努めた。 

R2.12 月～  ・年末年始帰省及び外出・外泊制限の継続。 

 

R3.1 月～   ・対面式面会の制限を再度開始。 

 

R3.2 月～   ・茨城県より福祉施設の新型コロナウイルス緊急検査要請を受け、 

        幸の実園職員 31 名、第二幸の実園職員 33 名の唾液による抗原定量検査を実施。 

        全職員の陰性を確認。 

R3.3 月～  ・前月同様、茨城県からの要請により、幸の実園職員 31 名、第二幸の実園職員 33 名の 

唾液による抗原定量検査を実施。全職員の陰性を確認。 

 

今後も、新しい生活様式を徹底し、感染拡大状況に合わせた感染予防対策を行っていく。 

 

 

                       


